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○
学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
の
読
替
表
【
規
則
第
二
十
六
条
関
係
】

（
波
線
は
当
然
に
読
み
替
え
ら
れ
る
部
分
、
傍
線
は
規
則
に
よ
る
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

第
二
十
五
条

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

第
二
十
五
条

校
長
（
学
長
を
除
く
。
）
は
、
当
該
学
校
に
在
学
す
る
児
童
等
に
つ

進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
園
長
（
以
下
「
園
長
」
と
い
う

い
て
出
席
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
）
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
在
学
す
る
就
学
前
の
子
ど
も
に
関

す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項

に
規
定
す
る
園
児
（
第
二
十
八
条
に
お
い
て
「
園
児
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
出

席
簿
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

国
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
二
条

第
二
十
七
条

私
立
学
校
が
、
校
長
を
定
め
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て

第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
含
む
。
）
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者

は
文
部
科
学
大
臣
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府

が
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、

県
知
事
に
届
け
出
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
履
歴
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼

。

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
、
園
長
を
定
め
、
都
道
府

県
知
事
（
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
及
び
同
法

第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
項
の
中
核
市
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指
定

都
市
等
」
と
い
う
。
）
の
区
域
内
に
所
在
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ

い
て
は
、
当
該
指
定
都
市
等
の
長
）
に
届
け
出
る
に
当
た
つ
て
は
、
そ
の
履
歴
書

を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
二
十
八
条

学
校
に
お
い
て
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
表
簿
は
、
概
ね
次
の
と
お

表
簿
は
、
概
ね
次
の
と
お
り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
関
係
の
あ
る
法
令

一

学
校
に
関
係
の
あ
る
法
令

二

園
則
、
日
課
表
、
教
科
用
図
書
配
当
表
、
学
校
医
執
務
記
録
簿
、
学
校
歯
科

二

学
則
、
日
課
表
、
教
科
用
図
書
配
当
表
、
学
校
医
執
務
記
録
簿
、
学
校
歯
科
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医
執
務
記
録
簿
、
学
校
薬
剤
師
執
務
記
録
簿
及
び
学
校
日
誌

医
執
務
記
録
簿
、
学
校
薬
剤
師
執
務
記
録
簿
及
び
学
校
日
誌

三

職
員
の
名
簿
、
履
歴
書
、
出
勤
簿
並
び
に
担
任
学
級
、
担
任
の
教
科
又
は
科

三

職
員
の
名
簿
、
履
歴
書
、
出
勤
簿
並
び
に
担
任
学
級
、
担
任
の
教
科
又
は
科

目
及
び
時
間
表

目
及
び
時
間
表

四

指
導
要
録
、
そ
の
写
し
及
び
抄
本
並
び
に
出
席
簿
及
び
健
康
診
断
に
関
す

四

指
導
要
録
、
そ
の
写
し
及
び
抄
本
並
び
に
出
席
簿
及
び
健
康
診
断
に
関
す
る

る
表
簿

表
簿

五

入
学
者
の
選
抜
及
び
成
績
考
査
に
関
す
る
表
簿

五

入
学
者
の
選
抜
及
び
成
績
考
査
に
関
す
る
表
簿

六

資
産
原
簿
、
出
納
簿
及
び
経
費
の
予
算
決
算
に
つ
い
て
の
帳
簿
並
び
に
図
書

六

資
産
原
簿
、
出
納
簿
及
び
経
費
の
予
算
決
算
に
つ
い
て
の
帳
簿
並
び
に
図
書

機
械
器
具
、
標
本
、
模
型
等
の
教
具
の
目
録

機
械
器
具
、
標
本
、
模
型
等
の
教
具
の
目
録

七

往
復
文
書
処
理
簿

七

往
復
文
書
処
理
簿

②

前
項
の
表
簿
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

②

前
項
の
表
簿
（
第
二
十
四
条
第
二
項
の
抄
本
又
は
写
し
を
除
く
。
）
は
、
別
に

な
い
。

定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
四
十
八
条

小
学
校
に
は
、
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
校
長
の
職
務
の

り
、
園
長
の
職
務
の
円
滑
な
執
行
に
資
す
る
た
め
、
職
員
会
議
を
置
く
こ
と
が
で

円
滑
な
執
行
に
資
す
る
た
め
、
職
員
会
議
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

き
る
。

２

職
員
会
議
は
、
園
長
が
主
宰
す
る
。

２

職
員
会
議
は
、
校
長
が
主
宰
す
る
。

第
四
十
九
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
は
、
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
四
十
九
条

小
学
校
に
は
、
設
置
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
評
議
員
を

り
、
学
校
評
議
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

学
校
評
議
員
は
、
園
長
の
求
め
に
応
じ
、
学
校
運
営
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ

２

学
校
評
議
員
は
、
校
長
の
求
め
に
応
じ
、
学
校
運
営
に
関
し
意
見
を
述
べ
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

３

学
校
評
議
員
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
以
外
の
者
で
教
育

３

学
校
評
議
員
は
、
当
該
小
学
校
の
職
員
以
外
の
者
で
教
育
に
関
す
る
理
解
及
び

、
保
育
又
は
子
育
て
の
支
援
に
関
す
る
理
解
及
び
識
見
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か

識
見
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
校
長
の
推
薦
に
よ
り
、
当
該
小
学
校
の
設
置

ら
、
園
長
の
推
薦
に
よ
り
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
が
委
嘱

者
が
委
嘱
す
る
。

す
る
。

第
五
十
九
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌

第
五
十
九
条

小
学
校
の
学
年
は
、
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に



- 3 -

年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
。

終
わ
る
。

第
六
十
条

教
育
の
終
始
の
時
刻
は
、
園
長
が
定
め
る
。

第
六
十
条

授
業
終
始
の
時
刻
は
、
校
長
が
定
め
る
。

第
六
十
三
条

非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
園
長
は
、
臨
時
に

第
六
十
三
条

非
常
変
災
そ
の
他
急
迫
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
校
長
は
、
臨
時
に

教
育
又
は
保
育
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
地
方
公
共

授
業
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
公
立
小
学
校
に
つ
い

団
体
が
設
置
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
こ
の
旨
を
当
該
学
校

て
は
こ
の
旨
を
当
該
学
校
を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
教
育
委
員
会
に
報
告
し

を
設
置
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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○
学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
文
部
省
令
第
十
八
号
）
の
読
替
表
【
規
則
第
二
十
七
条
関
係
】

（
波
線
は
当
然
に
読
み
替
え
ら
れ
る
部
分
、
破
線
は
学
校
保
健
安
全
法
施
行
規
則
を
改
正
す
る
部
分
、
傍
線
は
規
則
に
よ
る
読
替
部
分
）

読

替

後

読

替

前

（
環
境
衛
生
検
査
）

（
環
境
衛
生
検
査
）

第
一
条

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と

第
一
条

学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
五
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
五
条
の
環
境
衛
生
検
査
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
、
毎

い
う
。
）
第
五
条
の
環
境
衛
生
検
査
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か
、
毎

学
年
定
期
に
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
学
校
環
境
衛
生
基
準
に
基
づ
き
行
わ
な
け

学
年
定
期
に
、
法
第
六
条
に
規
定
す
る
学
校
環
境
衛
生
基
準
に
基
づ
き
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
、

２

学
校
に
お
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
環
境
衛
生
検
査
を
行
う

環
境
衛
生
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
日
常
に
お
け
る
環
境
衛
生
）

（
日
常
に
お
け
る
環
境
衛
生
）

第
二
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
前
条
の
環
境
衛
生
検
査
の
ほ

第
二
条

学
校
に
お
い
て
は
、
前
条
の
環
境
衛
生
検
査
の
ほ
か
、
日
常
的
な
点
検
を

か
、
日
常
的
な
点
検
を
行
い
、
環
境
衛
生
の
維
持
又
は
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

行
い
、
環
境
衛
生
の
維
持
又
は
改
善
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
時
期
）

（
時
期
）

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
は
、
入
園
時
及
び
毎
年
度
二
回
行
う
（

第
五
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
は
、
毎
学
年
、
六
月
三
十
日
ま
で
に
行

そ
の
う
ち
一
回
は
六
月
三
十
日
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。
）
こ
と
を
原
則
と
す

う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
当
該
期

る
。
た
だ
し
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
つ
て
当
該
期
日
に
健
康
診

日
に
健
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
由
の

断
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
つ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
事
由
の
な
く
な
つ
た

な
く
な
つ
た
後
す
み
や
か
に
健
康
診
断
を
行
う
も
の
と
す
る
。

後
す
み
や
か
に
健
康
診
断
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
検
査
の
項
目
）

（
検
査
の
項
目
）

第
六
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
お
け
る
検
査
の
項
目
は
、
次
の
と
お

第
六
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
お
け
る
検
査
の
項
目
は
、
次
の
と
お
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り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

身
長
、
体
重
及
び
座
高

一

身
長
、
体
重
及
び
座
高

二

栄
養
状
態

二

栄
養
状
態

三

脊
柱
及
び
胸
郭
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

三

脊
柱
及
び
胸
郭
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

四

視
力
及
び
聴
力

四

視
力
及
び
聴
力

五

眼
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

五

眼
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

六

耳
鼻
咽
頭
疾
患
及
び
皮
膚
疾
患
の
有
無

六

耳
鼻
咽
頭
疾
患
及
び
皮
膚
疾
患
の
有
無

七

歯
及
び
口
腔
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

七

歯
及
び
口
腔
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

九

心
臓
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

九

心
臓
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

十

尿

十

尿

十
一

寄
生
虫
卵
の
有
無

十
一

寄
生
虫
卵
の
有
無

十
二

そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

十
二

そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
胸
囲
及
び
肺
活
量
、
背
筋
力
、
握
力
等
の

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
胸
囲
及
び
肺
活
量
、
背
筋
力
、
握
力
等
の

機
能
を
、
検
査
の
項
目
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

機
能
を
、
検
査
の
項
目
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
方
法
及
び
技
術
的
基
準
）

（
方
法
及
び
技
術
的
基
準
）

第
七
条

満
三
歳
以
上
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

第
七
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
方
法
及
び
技
術
的
基
準
に
つ
い
て
は

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
園
児
（
以
下
「
園
児

、
次
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
の
規
定
（
同
条
第
十

」
と
い
う
。
）
に
係
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
方
法
及
び
技
術
的
基

号
中
知
能
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

準
に
つ
い
て
は
、
次
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
の
規

条
第
四
号
中
「
検
査
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
眼
鏡
を
使

定
（
同
条
第
十
号
中
知
能
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

用
し
て
い
る
者
の
裸
眼
視
力
の
検
査
は
こ
れ
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
読
み

に
お
い
て
、
同
条
第
四
号
中
「
検
査
す
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
検
査
す
る
。
た
だ

替
え
る
も
の
と
す
る
。

し
、
眼
鏡
を
使
用
し
て
い
る
者
の
裸
眼
視
力
の
検
査
は
こ
れ
を
除
く
こ
と
が
で
き

る
。
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
満
三
歳
未
満
の
園
児
に
つ
い
て
は

、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
第
一
号
の
身
長
は
、
た
び
、
靴
下
等
を
脱
ぎ
、
両
か
か
と
を
密
接

２

前
条
第
一
項
第
一
号
の
身
長
は
、
た
び
、
靴
下
等
を
脱
ぎ
、
両
か
か
と
を
密
接

し
、
背
、
臀
部
及
び
か
か
と
を
身
長
計
の
尺
柱
に
接
し
て
直
立
し
、
両
上
肢
を
体

し
、
背
、
臀
部
及
び
か
か
と
を
身
長
計
の
尺
柱
に
接
し
て
直
立
し
、
両
上
肢
を
体



- 6 -

側
に
垂
れ
、
頭
部
を
正
位
に
保
た
せ
て
測
定
す
る
。

側
に
垂
れ
、
頭
部
を
正
位
に
保
た
せ
て
測
定
す
る
。

３

前
条
第
一
項
第
一
号
の
体
重
は
、
衣
服
を
脱
ぎ
、
体
重
計
の
は
か
り
台
の
中
央

３

前
条
第
一
項
第
一
号
の
体
重
は
、
衣
服
を
脱
ぎ
、
体
重
計
の
は
か
り
台
の
中
央

に
静
止
さ
せ
て
測
定
す
る
。
た
だ
し
、
衣
服
を
着
た
ま
ま
測
定
し
た
と
き
は
、
そ

に
静
止
さ
せ
て
測
定
す
る
。
た
だ
し
、
衣
服
を
着
た
ま
ま
測
定
し
た
と
き
は
、
そ

の
衣
服
の
重
量
を
控
除
す
る
。

の
衣
服
の
重
量
を
控
除
す
る
。

４

前
条
第
一
項
第
一
号
の
座
高
は
、
背
及
び
臀
部
を
座
高
計
の
尺
柱
に
接
し
て
腰

４

前
条
第
一
項
第
一
号
の
座
高
は
、
背
及
び
臀
部
を
座
高
計
の
尺
柱
に
接
し
て
腰

掛
に
正
座
し
、
両
上
肢
を
体
側
に
垂
れ
、
頭
部
を
正
位
に
保
た
せ
て
測
定
す
る
。

掛
に
正
座
し
、
両
上
肢
を
体
側
に
垂
れ
、
頭
部
を
正
位
に
保
た
せ
て
測
定
す
る
。

６

前
条
第
一
項
第
九
号
の
心
臓
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無
は
、
心
電
図
検
査
そ
の

６

前
条
第
一
項
第
九
号
の
心
臓
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無
は
、
心
電
図
検
査
そ
の

他
の
臨
床
医
学
的
検
査
に
よ
つ
て
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
幼
保
連
携

他
の
臨
床
医
学
的
検
査
に
よ
つ
て
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
幼
稚
園
（

型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
児
に
つ
い
て
は
、
心
電
図
検
査
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
幼
児

、
小
学
校
の
第
二
学
年
以
上
の
児
童
、
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
第
二
学
年
以
上

の
生
徒
、
高
等
専
門
学
校
の
第
二
学
年
以
上
の
学
生
並
び
に
大
学
の
全
学
生
に
つ

い
て
は
、
心
電
図
検
査
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

７

前
条
第
一
項
第
十
号
の
尿
は
、
尿
中
の
蛋
白
、
糖
等
に
つ
い
て
試
験
紙
法
に
よ

７

前
条
第
一
項
第
十
号
の
尿
は
、
尿
中
の
蛋
白
、
糖
等
に
つ
い
て
試
験
紙
法
に
よ

り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
糖
の
検
査

り
検
査
す
る
。
た
だ
し
、
幼
稚
園
に
お
い
て
は
、
糖
の
検
査
を
除
く
こ
と
が
で
き

を
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

８

前
条
第
一
項
第
十
一
号
の
寄
生
虫
卵
の
有
無
は
、
直
接
塗
沫
法
に
よ
つ
て
検
査

８

前
条
第
一
項
第
十
一
号
の
寄
生
虫
卵
の
有
無
は
、
直
接
塗
沫
法
に
よ
つ
て
検
査

す
る
も
の
と
し
、
特
に
十
二
指
腸
虫
卵
又
は
蟯
虫
卵
の
有
無
の
検
査
を
行
う
場
合

す
る
も
の
と
し
、
特
に
十
二
指
腸
虫
卵
又
は
蟯
虫
卵
の
有
無
の
検
査
を
行
う
場
合

は
、
十
二
指
腸
虫
卵
に
あ
つ
て
は
集
卵
法
に
よ
り
、
蟯
虫
卵
に
あ
つ
て
は
セ
ロ
ハ

は
、
十
二
指
腸
虫
卵
に
あ
つ
て
は
集
卵
法
に
よ
り
、
蟯
虫
卵
に
あ
つ
て
は
セ
ロ
ハ

ン
テ
ー
プ
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

ン
テ
ー
プ
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

９

身
体
計
測
、
視
力
及
び
聴
力
の
検
査
、
問
診
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
、
尿
の

９

身
体
計
測
、
視
力
及
び
聴
力
の
検
査
、
問
診
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
、
尿
の

検
査
、
寄
生
虫
卵
の
有
無
の
検
査
そ
の
他
の
予
診
的
事
項
に
属
す
る
検
査
は
、
学

検
査
、
寄
生
虫
卵
の
有
無
の
検
査
そ
の
他
の
予
診
的
事
項
に
属
す
る
検
査
は
、
学

校
医
又
は
学
校
歯
科
医
に
よ
る
診
断
の
前
に
実
施
す
る
も
の
と
し
、
学
校
医
又
は

校
医
又
は
学
校
歯
科
医
に
よ
る
診
断
の
前
に
実
施
す
る
も
の
と
し
、
学
校
医
又
は

学
校
歯
科
医
は
、
そ
れ
ら
の
検
査
の
結
果
及
び
第
十
一
条
の
保
健
調
査
を
活
用
し

学
校
歯
科
医
は
、
そ
れ
ら
の
検
査
の
結
果
及
び
第
十
一
条
の
保
健
調
査
を
活
用
し

て
診
断
に
当
た
る
も
の
と
す
る
。

て
診
断
に
当
た
る
も
の
と
す
る
。

（
健
康
診
断
票
）

（
健
康
診
断
票
）

第
八
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康

第
八
条

学
校
に
お
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
を
行
つ
た
と
き
は
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診
断
を
行
つ
た
と
き
は
、
園
児
の
健
康
診
断
票
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
児
童
生
徒
等
の
健
康
診
断
票
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

３

校
長
は
、
児
童
生
徒
等
が
転
学
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
成
に
係
る
当

る
法
律
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
園
長
（
以
下
「
園
長
」
と
い
う
。
）
は
、

該
児
童
生
徒
等
の
健
康
診
断
票
を
転
学
先
の
校
長
、
保
育
所
の
長
又
は
認
定
こ
ど

園
児
が
転
学
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
成
に
係
る
当
該
園
児
の
健
康
診
断

も
園
の
長
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
園
長
）
に
送
付
し
な
け
れ

票
を
転
学
先
の
校
長
、
保
育
所
の
長
又
は
認
定
こ
ど
も
園
の
長
（
幼
保
連
携
型
認

ば
な
ら
な
い
。

定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
園
長
）
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

園
児
の
健
康
診
断
票
は
、
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

児
童
生
徒
等
の
健
康
診
断
票
は
、
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
後
措
置
）

（
事
後
措
置
）

第
九
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康

第
九
条

学
校
に
お
い
て
は
、
法
第
十
三
条
第
一
項
の
健
康
診
断
を
行
つ
た
と
き
は

診
断
を
行
つ
た
と
き
は
、
二
十
一
日
以
内
に
そ
の
結
果
を
園
児
及
び
そ
の
保
護
者

、
二
十
一
日
以
内
に
そ
の
結
果
を
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
に
あ
つ
て
は
当
該
幼
児

（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

、
児
童
又
は
生
徒
及
び
そ
の
保
護
者
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

る
法
律
第
二
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
に
通
知
す
る
と
と
も

十
六
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
）
に
、
学
生
に
あ
つ
て
は
当

に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
法
第
十
四
条
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

該
学
生
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
法
第
十
四

な
ら
な
い
。

条
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

疾
病
の
予
防
処
置
を
行
う
こ
と
。

一

疾
病
の
予
防
処
置
を
行
う
こ
と
。

二

必
要
な
医
療
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

二

必
要
な
医
療
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

三

必
要
な
検
査
、
予
防
接
種
等
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

三

必
要
な
検
査
、
予
防
接
種
等
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

四

療
養
の
た
め
必
要
な
期
間
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
学
習
し
な

四

療
養
の
た
め
必
要
な
期
間
学
校
に
お
い
て
学
習
し
な
い
よ
う
指
導
す
る
こ
と

い
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

。

六

学
習
又
は
運
動
・
作
業
の
軽
減
、
停
止
、
変
更
等
を
行
う
こ
と
。

六

学
習
又
は
運
動
・
作
業
の
軽
減
、
停
止
、
変
更
等
を
行
う
こ
と
。

七

修
学
旅
行
、
対
外
運
動
競
技
等
へ
の
参
加
を
制
限
す
る
こ
と
。

七

修
学
旅
行
、
対
外
運
動
競
技
等
へ
の
参
加
を
制
限
す
る
こ
と
。

八

机
又
は
腰
掛
の
調
整
、
座
席
の
変
更
及
び
学
級
の
編
制
の
適
正
を
図
る
こ
と

八

机
又
は
腰
掛
の
調
整
、
座
席
の
変
更
及
び
学
級
の
編
制
の
適
正
を
図
る
こ
と

。

。

九

そ
の
他
発
育
、
健
康
状
態
等
に
応
じ
て
適
当
な
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
。

九

そ
の
他
発
育
、
健
康
状
態
等
に
応
じ
て
適
当
な
保
健
指
導
を
行
う
こ
と
。

（
臨
時
の
健
康
診
断
）

（
臨
時
の
健
康
診
断
）
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第
十
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
健
康
診
断
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
場
合
で
必
要

第
十
条

法
第
十
三
条
第
二
項
の
健
康
診
断
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
場
合
で
必
要

が
あ
る
と
き
に
、
必
要
な
検
査
の
項
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

が
あ
る
と
き
に
、
必
要
な
検
査
の
項
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

感
染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
し
た
と
き
。

一

感
染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
し
た
と
き
。

二

風
水
害
等
に
よ
り
感
染
症
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
。

二

風
水
害
等
に
よ
り
感
染
症
の
発
生
の
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
。

三

夏
季
に
お
け
る
休
業
日
の
直
前
又
は
直
後

三

夏
季
に
お
け
る
休
業
日
の
直
前
又
は
直
後

四

結
核
、
寄
生
虫
病
そ
の
他
の
疾
病
の
有
無
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
必
要
の
あ

四

結
核
、
寄
生
虫
病
そ
の
他
の
疾
病
の
有
無
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
必
要
の
あ

る
と
き
。

る
と
き
。

五

卒
業
の
と
き
。

五

卒
業
の
と
き
。

（
保
健
調
査
）

（
保
健
調
査
）

第
十
一
条

法
第
十
三
条
の
健
康
診
断
を
的
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
当
該

第
十
一
条

法
第
十
三
条
の
健
康
診
断
を
的
確
か
つ
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
、
当
該

健
康
診
断
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
必

健
康
診
断
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
小
学
校
に
お
い
て
は
入
学
時
及
び
必
要
と
認

要
と
認
め
る
と
き
に
、
あ
ら
か
じ
め
園
児
の
発
育
、
健
康
状
態
等
に
関
す
る
調
査

め
る
と
き
、
小
学
校
以
外
の
学
校
に
お
い
て
は
必
要
と
認
め
る
と
き
に
、
あ
ら
か

を
行
う
も
の
と
す
る
。

じ
め
児
童
生
徒
等
の
発
育
、
健
康
状
態
等
に
関
す
る
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
時
期
）

（
時
期
）

第
十
二
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規

第
十
二
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
六
月
三
十
日
ま
で
に

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
六
月
三
十
日
ま
で
に

」
と
あ
る
の
は
、
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
が
定
め
る
適
切
な
時

」
と
あ
る
の
は
、
「
学
校
の
設
置
者
が
定
め
る
適
切
な
時
期
に
」
と
読
み
替
え
る

期
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
検
査
の
項
目
）

（
検
査
の
項
目
）

第
十
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
お
け
る
検
査
の
項
目
は
、
次
の
と

第
十
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
お
け
る
検
査
の
項
目
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。
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一

身
長
、
体
重
及
び
腹
囲

一

身
長
、
体
重
及
び
腹
囲

二

視
力
及
び
聴
力

二

視
力
及
び
聴
力

三

結
核
の
有
無

三

結
核
の
有
無

四

血
圧

四

血
圧

五

尿

五

尿

六

胃
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

六

胃
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

七

貧
血
検
査

七

貧
血
検
査

八

肝
機
能
検
査

八

肝
機
能
検
査

九

血
中
脂
質
検
査

九

血
中
脂
質
検
査

十

血
糖
検
査

十

血
糖
検
査

十
一

心
電
図
検
査

十
一

心
電
図
検
査

十
二

そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

十
二

そ
の
他
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無

２

妊
娠
中
の
女
性
職
員
に
お
い
て
は
、
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
検
査
の
項
目
を
除

２

妊
娠
中
の
女
性
職
員
に
お
い
て
は
、
前
項
第
六
号
に
掲
げ
る
検
査
の
項
目
を
除

く
も
の
と
す
る
。

く
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
検
査
の
項
目
の
う
ち
、
二
十
歳
以
上
の
職
員
に
お
い
て

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
検
査
の
項
目
の
う
ち
、
二
十
歳
以
上
の
職
員
に
お
い
て

は
第
一
号
の
身
長
を
、
三
十
五
歳
未
満
の
職
員
及
び
三
十
六
歳
以
上
四
十
歳
未
満

は
第
一
号
の
身
長
を
、
三
十
五
歳
未
満
の
職
員
及
び
三
十
六
歳
以
上
四
十
歳
未
満

の
職
員
、
妊
娠
中
の
女
性
職
員
そ
の
他
の
職
員
で
あ
つ
て
腹
囲
が
内
臓
脂
肪
の
蓄

の
職
員
、
妊
娠
中
の
女
性
職
員
そ
の
他
の
職
員
で
あ
つ
て
腹
囲
が
内
臓
脂
肪
の
蓄

積
を
反
映
し
て
い
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
次
の
算
式
に
よ
り
算
出

積
を
反
映
し
て
い
な
い
と
診
断
さ
れ
た
も
の
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
（
次
の
算
式
に
よ
り
算
出

し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
十
未
満
で
あ
る
職
員
並
び
に
自
ら
腹
囲
を

し
た
値
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
二
十
未
満
で
あ
る
職
員
並
び
に
自
ら
腹
囲
を

測
定
し
、
そ
の
値
を
申
告
し
た
職
員
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
二
十
二
未
満
で
あ
る
職
員
に
限

測
定
し
、
そ
の
値
を
申
告
し
た
職
員
（
Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
二
十
二
未
満
で
あ
る
職
員
に
限

る
。
）
に
お
い
て
は
第
一
号
の
腹
囲
を
、
二
十
歳
未
満
の
職
員
、
二
十
一
歳
以
上

る
。
）
に
お
い
て
は
第
一
号
の
腹
囲
を
、
二
十
歳
未
満
の
職
員
、
二
十
一
歳
以
上

二
十
五
歳
未
満
の
職
員
、
二
十
六
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
職
員
、
三
十
一
歳
以
上

二
十
五
歳
未
満
の
職
員
、
二
十
六
歳
以
上
三
十
歳
未
満
の
職
員
、
三
十
一
歳
以
上

三
十
五
歳
未
満
の
職
員
又
は
三
十
六
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
職
員
で
あ
つ
て
感
染

三
十
五
歳
未
満
の
職
員
又
は
三
十
六
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
職
員
で
あ
つ
て
感
染

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十

症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十

年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十

年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
じ
ん
肺
法
（
昭
和
三
十

五
年
法
律
第
三
十
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に

五
年
法
律
第
三
十
号
）
第
八
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に

該
当
し
な
い
も
の
に
お
い
て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
、
四
十
歳
未
満
の
職
員

該
当
し
な
い
も
の
に
お
い
て
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
、
四
十
歳
未
満
の
職
員
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に
お
い
て
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
、
三
十
五
歳
未
満
の
職
員
及
び
三
十
六
歳

に
お
い
て
は
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
を
、
三
十
五
歳
未
満
の
職
員
及
び
三
十
六
歳

以
上
四
十
歳
未
満
の
職
員
に
お
い
て
は
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を

以
上
四
十
歳
未
満
の
職
員
に
お
い
て
は
第
七
号
か
ら
第
十
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を

、
そ
れ
ぞ
れ
検
査
の
項
目
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
れ
ぞ
れ
検
査
の
項
目
か
ら
除
く
こ
と
が
で
き
る
。

Ｂ
Ｍ
Ｉ
＝
体
重
（
ｋ
ｇ
）
／
身
長
（
ｍ
）
２

Ｂ
Ｍ
Ｉ
＝
体
重
（
ｋ
ｇ
）
／
身
長
（
ｍ
）
２

（
方
法
及
び
技
術
的
基
準
）

（
方
法
及
び
技
術
的
基
準
）

第
十
四
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
方
法
及
び
技
術
的
基
準
に
つ
い
て

第
十
四
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
の
方
法
及
び
技
術
的
基
準
に
つ
い
て

は
、
次
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
（
同
条
第
十
号
中

は
、
次
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
三
条
（
同
条
第
十
号
中

知
能
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

知
能
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

前
条
第
一
項
第
二
号
の
聴
力
は
、
千
ヘ
ル
ツ
及
び
四
千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係
る
検

２

前
条
第
一
項
第
二
号
の
聴
力
は
、
千
ヘ
ル
ツ
及
び
四
千
ヘ
ル
ツ
の
音
に
係
る
検

査
を
行
う
。
た
だ
し
、
四
十
五
歳
未
満
の
職
員
（
三
十
五
歳
及
び
四
十
歳
の
職
員

査
を
行
う
。
た
だ
し
、
四
十
五
歳
未
満
の
職
員
（
三
十
五
歳
及
び
四
十
歳
の
職
員

を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
医
師
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が

を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
医
師
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

で
き
る
。

３

前
条
第
一
項
第
三
号
の
結
核
の
有
無
は
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
に
よ
り
検
査

３

前
条
第
一
項
第
三
号
の
結
核
の
有
無
は
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
に
よ
り
検
査

す
る
も
の
と
し
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
に
よ
つ
て
病
変
の
発
見
さ
れ
た
者
及
び

す
る
も
の
と
し
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
に
よ
つ
て
病
変
の
発
見
さ
れ
た
者
及
び

そ
の
疑
い
の
あ
る
者
、
結
核
患
者
並
び
に
結
核
発
病
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
診
断
さ

そ
の
疑
い
の
あ
る
者
、
結
核
患
者
並
び
に
結
核
発
病
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
診
断
さ

れ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀
痰
検
査
を
行
い
、
更

れ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
胸
部
エ
ツ
ク
ス
線
検
査
及
び
喀
痰
検
査
を
行
い
、
更

に
必
要
に
応
じ
聴
診
、
打
診
そ
の
他
必
要
な
検
査
を
行
う
。

に
必
要
に
応
じ
聴
診
、
打
診
そ
の
他
必
要
な
検
査
を
行
う
。

４

前
条
第
一
項
第
四
号
の
血
圧
は
、
血
圧
計
を
用
い
て
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。

４

前
条
第
一
項
第
四
号
の
血
圧
は
、
血
圧
計
を
用
い
て
測
定
す
る
も
の
と
す
る
。

５

前
条
第
一
項
第
五
号
の
尿
は
、
尿
中
の
蛋
白
及
び
糖
に
つ
い
て
試
験
紙
法
に
よ

５

前
条
第
一
項
第
五
号
の
尿
は
、
尿
中
の
蛋
白
及
び
糖
に
つ
い
て
試
験
紙
法
に
よ

り
検
査
す
る
。

り
検
査
す
る
。

６

前
条
第
一
項
第
六
号
の
胃
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無
は
、
胃
部
エ
ツ
ク
ス
線
検

６

前
条
第
一
項
第
六
号
の
胃
の
疾
病
及
び
異
常
の
有
無
は
、
胃
部
エ
ツ
ク
ス
線
検

査
そ
の
他
の
医
師
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
し
、
癌
そ
の

査
そ
の
他
の
医
師
が
適
当
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
検
査
す
る
も
の
と
し
、
癌
そ
の

他
の
疾
病
及
び
異
常
の
発
見
に
努
め
る
。

他
の
疾
病
及
び
異
常
の
発
見
に
努
め
る
。

７

前
条
第
一
項
第
七
号
の
貧
血
検
査
は
、
血
色
素
量
及
び
赤
血
球
数
の
検
査
を
行

７

前
条
第
一
項
第
七
号
の
貧
血
検
査
は
、
血
色
素
量
及
び
赤
血
球
数
の
検
査
を
行

う
。

う
。

８

前
条
第
一
項
第
八
号
の
肝
機
能
検
査
は
、
血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
オ
キ
サ
ロ
ア
セ

８

前
条
第
一
項
第
八
号
の
肝
機
能
検
査
は
、
血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
オ
キ
サ
ロ
ア
セ
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チ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
）
、
血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
ピ
ル
ビ
ッ
ク

チ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｏ
Ｔ
）
、
血
清
グ
ル
タ
ミ
ッ
ク
ピ
ル
ビ
ッ
ク

ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
及
び
ガ
ン
マ
―
グ
ル
タ
ミ
ル
ト
ラ
ン
ス
ペ
プ

ト
ラ
ン
ス
ア
ミ
ナ
ー
ゼ
（
Ｇ
Ｐ
Ｔ
）
及
び
ガ
ン
マ
―
グ
ル
タ
ミ
ル
ト
ラ
ン
ス
ペ
プ

チ
ダ
ー
ゼ
（
γ
―
Ｇ
Ｔ
Ｐ
）
の
検
査
を
行
う
。

チ
ダ
ー
ゼ
（
γ
―
Ｇ
Ｔ
Ｐ
）
の
検
査
を
行
う
。

９

前
条
第
一
項
第
九
号
の
血
中
脂
質
検
査
は
、
低
比
重
リ
ポ
蛋
白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

９

前
条
第
一
項
第
九
号
の
血
中
脂
質
検
査
は
、
低
比
重
リ
ポ
蛋
白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
（
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
、
高
比
重
リ
ポ
蛋
白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
（
Ｈ
Ｄ

ル
（
Ｌ
Ｄ
Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
、
高
比
重
リ
ポ
蛋
白
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
（
Ｈ
Ｄ

Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
及
び
血
清
ト
リ
グ
リ
セ
ラ
イ
ド
の
量
の
検
査
を
行
う
。

Ｌ
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
）
及
び
血
清
ト
リ
グ
リ
セ
ラ
イ
ド
の
量
の
検
査
を
行
う
。

（
健
康
診
断
票
）

（
健
康
診
断
票
）

第
十
五
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
健

第
十
五
条

学
校
の
設
置
者
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
を
行
つ
た
と
き

康
診
断
を
行
つ
た
と
き
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
つ
て
、
職
員
健
康
診
断
票
を
作
成

は
、
第
二
号
様
式
に
よ
つ
て
、
職
員
健
康
診
断
票
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

２

学
校
の
設
置
者
は
、
当
該
学
校
の
職
員
が
そ
の
管
理
す
る
学
校
か
ら
他
の
学
校

の
職
員
が
そ
の
管
理
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
か
ら
他
の
学
校
又
は
幼
保

又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
へ
移
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
成
に
係

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
へ
移
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
成
に
係
る
当
該
職

る
当
該
職
員
の
健
康
診
断
票
を
異
動
後
の
学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

員
の
健
康
診
断
票
を
異
動
後
の
学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者

の
設
置
者
へ
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

へ
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
員
健
康
診
断
票
は
、
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
員
健
康
診
断
票
は
、
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
後
措
置
）

（
事
後
措
置
）

第
十
六
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
当
た
つ
た
医
師
は
、
健
康
に
異
常

第
十
六
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
当
た
つ
た
医
師
は
、
健
康
に
異
常

が
あ
る
と
認
め
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
検
査
の
結
果
を
総
合
し
、
か
つ
、
そ
の
職

が
あ
る
と
認
め
た
職
員
に
つ
い
て
は
、
検
査
の
結
果
を
総
合
し
、
か
つ
、
そ
の
職

員
の
職
務
内
容
及
び
勤
務
の
強
度
を
考
慮
し
て
、
別
表
第
二
に
定
め
る
生
活
規
正

員
の
職
務
内
容
及
び
勤
務
の
強
度
を
考
慮
し
て
、
別
表
第
二
に
定
め
る
生
活
規
正

の
面
及
び
医
療
の
面
の
区
分
を
組
み
合
わ
せ
て
指
導
区
分
を
決
定
す
る
も
の
と
す

の
面
及
び
医
療
の
面
の
区
分
を
組
み
合
わ
せ
て
指
導
区
分
を
決
定
す
る
も
の
と
す

る
。

る
。

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
医
師
が
行
つ

２

学
校
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
医
師
が
行
つ
た
指
導
区
分
に
基
づ
き

た
指
導
区
分
に
基
づ
き
、
次
の
基
準
に
よ
り
、
法
第
十
六
条
の
措
置
を
と
ら
な
け

、
次
の
基
準
に
よ
り
、
法
第
十
六
条
の
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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「
Ａ
」

休
暇
又
は
休
職
等
の
方
法
で
療
養
の
た
め
必
要
な
期
間
勤
務
さ
せ
な
い

「
Ａ
」

休
暇
又
は
休
職
等
の
方
法
で
療
養
の
た
め
必
要
な
期
間
勤
務
さ
せ
な
い

こ
と
。

こ
と
。

「
Ｂ
」

勤
務
場
所
又
は
職
務
の
変
更
、
休
暇
に
よ
る
勤
務
時
間
の
短
縮
等
の
方

「
Ｂ
」

勤
務
場
所
又
は
職
務
の
変
更
、
休
暇
に
よ
る
勤
務
時
間
の
短
縮
等
の
方

法
で
勤
務
を
軽
減
し
、
か
つ
、
深
夜
勤
務
、
超
過
勤
務
、
休
日
勤
務
及
び
宿
日

法
で
勤
務
を
軽
減
し
、
か
つ
、
深
夜
勤
務
、
超
過
勤
務
、
休
日
勤
務
及
び
宿
日

直
勤
務
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

直
勤
務
を
さ
せ
な
い
こ
と
。

「
Ｃ
」

超
過
勤
務
、
休
日
勤
務
及
び
宿
日
直
勤
務
を
さ
せ
な
い
か
又
は
こ
れ
ら

「
Ｃ
」

超
過
勤
務
、
休
日
勤
務
及
び
宿
日
直
勤
務
を
さ
せ
な
い
か
又
は
こ
れ
ら

の
勤
務
を
制
限
す
る
こ
と
。

の
勤
務
を
制
限
す
る
こ
と
。

「
Ｄ
」

勤
務
に
制
限
を
加
え
な
い
こ
と
。

「
Ｄ
」

勤
務
に
制
限
を
加
え
な
い
こ
と
。

「
１
」

必
要
な
医
療
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

「
１
」

必
要
な
医
療
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

「
２
」

必
要
な
検
査
、
予
防
接
種
等
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

「
２
」

必
要
な
検
査
、
予
防
接
種
等
を
受
け
る
よ
う
指
示
す
る
こ
と
。

「
３
」

医
療
又
は
検
査
等
の
措
置
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
。

「
３
」

医
療
又
は
検
査
等
の
措
置
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
。

（
臨
時
の
健
康
診
断
）

（
臨
時
の
健
康
診
断
）

第
十
七
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
を
準

第
十
七
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
健
康
診
断
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
規
定
を
準

用
す
る
。

用
す
る
。

（
感
染
症
の
種
類
）

（
感
染
症
の
種
類
）

第
十
八
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
予
防
す
べ
き
感
染
症
の
種
類
は

第
十
八
条

学
校
に
お
い
て
予
防
す
べ
き
感
染
症
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

。

一

第
一
種

エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
痘
そ
う
、
南
米

一

第
一
種

エ
ボ
ラ
出
血
熱
、
ク
リ
ミ
ア
・
コ
ン
ゴ
出
血
熱
、
痘
そ
う
、
南
米

出
血
熱
、
ペ
ス
ト
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
、
ラ
ッ
サ
熱
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
ジ
フ

出
血
熱
、
ペ
ス
ト
、
マ
ー
ル
ブ
ル
グ
病
、
ラ
ッ
サ
熱
、
急
性
灰
白
髄
炎
、
ジ
フ

テ
リ
ア
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ

テ
リ
ア
、
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
（
病
原
体
が
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
属
Ｓ
Ａ
Ｒ

Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病

Ｓ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
病

原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ

原
体
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
Ａ
属
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
あ

つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
十
九
条

つ
て
そ
の
血
清
亜
型
が
Ｈ
五
Ｎ
一
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
号
及
び
第
十
九
条

第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
」
と
い
う

第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
」
と
い
う

。
）

。
）
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二

第
二
種

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
を
除
く

二

第
二
種

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
を
除
く

。
）
、
百
日
咳
、
麻
し
ん
、
流
行
性
耳
下
腺
炎
、
風
し
ん
、
水
痘
、
咽
頭
結
膜

。
）
、
百
日
咳
、
麻
し
ん
、
流
行
性
耳
下
腺
炎
、
風
し
ん
、
水
痘
、
咽
頭
結
膜

熱
、
結
核
及
び
髄
膜
炎
菌
性
髄
膜
炎

熱
、
結
核
及
び
髄
膜
炎
菌
性
髄
膜
炎

三

第
三
種

コ
レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
腸
チ
フ

三

第
三
種

コ
レ
ラ
、
細
菌
性
赤
痢
、
腸
管
出
血
性
大
腸
菌
感
染
症
、
腸
チ
フ

ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
流
行
性
角
結
膜
炎
、
急
性
出
血
性
結
膜
炎
そ
の
他
の
感
染

ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
流
行
性
角
結
膜
炎
、
急
性
出
血
性
結
膜
炎
そ
の
他
の
感
染

症

症

２

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

２

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン

年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症
及
び
新
感
染
症
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
、
指
定
感
染
症
及
び
新
感
染
症
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
一
種
の
感
染
症
と
み
な
す
。

わ
ら
ず
、
第
一
種
の
感
染
症
と
み
な
す
。

（
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
）

（
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
）

第
十
九
条

令
第
六
条
第
二
項
の
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
は
、
前
条
の
感
染
症
の

第
十
九
条

令
第
六
条
第
二
項
の
出
席
停
止
の
期
間
の
基
準
は
、
前
条
の
感
染
症
の

種
類
に
従
い
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

種
類
に
従
い
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
種
の
感
染
症
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
治
癒
す
る
ま
で
。

一

第
一
種
の
感
染
症
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い
て
は
、
治
癒
す
る
ま
で
。

二

第
二
種
の
感
染
症
（
結
核
及
び
髄
膜
炎
菌
性
髄
膜
炎
を
除
く
。
）
に
か
か
つ

二

第
二
種
の
感
染
症
（
結
核
及
び
髄
膜
炎
菌
性
髄
膜
炎
を
除
く
。
）
に
か
か
つ

た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
。
た
だ
し
、
病
状
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医

た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
期
間
。
た
だ
し
、
病
状
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医

師
に
お
い
て
感
染
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

師
に
お
い
て
感
染
の
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

イ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
及
び
新
型
イ
ン

イ

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
五
Ｎ
一
）
及
び
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
発
症
し
た
後
五
日
を
経

フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
発
症
し
た
後
五
日
を
経

過
し
、
か
つ
、
解
熱
し
た
後
二
日
（
幼
児
に
あ
つ
て
は
、
三
日
）
を
経
過
す

過
し
、
か
つ
、
解
熱
し
た
後
二
日
（
幼
児
に
あ
つ
て
は
、
三
日
）
を
経
過
す

る
ま
で
。

る
ま
で
。

ロ

百
日
咳
に
あ
つ
て
は
、
特
有
の
咳
が
消
失
す
る
ま
で
又
は
五
日
間
の
適
正

ロ

百
日
咳
に
あ
つ
て
は
、
特
有
の
咳
が
消
失
す
る
ま
で
又
は
五
日
間
の
適
正

な
抗
菌
性
物
質
製
剤
に
よ
る
治
療
が
終
了
す
る
ま
で
。

な
抗
菌
性
物
質
製
剤
に
よ
る
治
療
が
終
了
す
る
ま
で
。

ハ

麻
し
ん
に
あ
つ
て
は
、
解
熱
し
た
後
三
日
を
経
過
す
る
ま
で
。

ハ

麻
し
ん
に
あ
つ
て
は
、
解
熱
し
た
後
三
日
を
経
過
す
る
ま
で
。

ニ

流
行
性
耳
下
腺
炎
に
あ
つ
て
は
、
耳
下
腺
、
顎
下
腺
又
は
舌
下
腺
の
腫
脹

ニ

流
行
性
耳
下
腺
炎
に
あ
つ
て
は
、
耳
下
腺
、
顎
下
腺
又
は
舌
下
腺
の
腫
脹

が
発
現
し
た
後
五
日
を
経
過
し
、
か
つ
、
全
身
状
態
が
良
好
に
な
る
ま
で
。

が
発
現
し
た
後
五
日
を
経
過
し
、
か
つ
、
全
身
状
態
が
良
好
に
な
る
ま
で
。
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ホ

風
し
ん
に
あ
つ
て
は
、
発
し
ん
が
消
失
す
る
ま
で
。

ホ

風
し
ん
に
あ
つ
て
は
、
発
し
ん
が
消
失
す
る
ま
で
。

ヘ

水
痘
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
発
し
ん
が
痂
皮
化
す
る
ま
で
。

ヘ

水
痘
に
あ
つ
て
は
、
す
べ
て
の
発
し
ん
が
痂
皮
化
す
る
ま
で
。

ト

咽
頭
結
膜
熱
に
あ
つ
て
は
、
主
要
症
状
が
消
退
し
た
後
二
日
を
経
過
す
る

ト

咽
頭
結
膜
熱
に
あ
つ
て
は
、
主
要
症
状
が
消
退
し
た
後
二
日
を
経
過
す
る

ま
で
。

ま
で
。

三

結
核
、
髄
膜
炎
菌
性
髄
膜
炎
及
び
第
三
種
の
感
染
症
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い

三

結
核
、
髄
膜
炎
菌
性
髄
膜
炎
及
び
第
三
種
の
感
染
症
に
か
か
つ
た
者
に
つ
い

て
は
、
病
状
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医
師
に
お
い
て
感
染
の
お
そ
れ
が
な
い

て
は
、
病
状
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医
師
に
お
い
て
感
染
の
お
そ
れ
が
な
い

と
認
め
る
ま
で
。

と
認
め
る
ま
で
。

四

第
一
種
若
し
く
は
第
二
種
の
感
染
症
患
者
の
あ
る
家
に
居
住
す
る
者
又
は
こ

四

第
一
種
若
し
く
は
第
二
種
の
感
染
症
患
者
の
あ
る
家
に
居
住
す
る
者
又
は
こ

れ
ら
の
感
染
症
に
か
か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
予
防
処
置
の

れ
ら
の
感
染
症
に
か
か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
予
防
処
置
の

施
行
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医
師
に
お
い
て
感
染
の

施
行
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
学
校
医
そ
の
他
の
医
師
に
お
い
て
感
染
の

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
ま
で
。

お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
る
ま
で
。

五

第
一
種
又
は
第
二
種
の
感
染
症
が
発
生
し
た
地
域
か
ら
通
学
す
る
者
に
つ
い

五

第
一
種
又
は
第
二
種
の
感
染
症
が
発
生
し
た
地
域
か
ら
通
学
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
そ
の
発
生
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
た
と
き
、
学
校
医
の
意
見
を
聞
い

て
は
、
そ
の
発
生
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
た
と
き
、
学
校
医
の
意
見
を
聞
い

て
適
当
と
認
め
る
期
間
。

て
適
当
と
認
め
る
期
間
。

六

第
一
種
又
は
第
二
種
の
感
染
症
の
流
行
地
を
旅
行
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ

六

第
一
種
又
は
第
二
種
の
感
染
症
の
流
行
地
を
旅
行
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
た
と
き
、
学
校
医
の
意
見
を
聞
い
て
適
当
と
認
め

の
状
況
に
よ
り
必
要
と
認
め
た
と
き
、
学
校
医
の
意
見
を
聞
い
て
適
当
と
認
め

る
期
間
。

る
期
間
。

（
出
席
停
止
の
報
告
事
項
）

（
出
席
停
止
の
報
告
事
項
）

第
二
十
条

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も

第
二
十
条

令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
も

つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

つ
て
す
る
も
の
と
す
る
。

一

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
名
称

一

学
校
の
名
称

二

出
席
を
停
止
さ
せ
た
理
由
及
び
期
間

二

出
席
を
停
止
さ
せ
た
理
由
及
び
期
間

三

出
席
停
止
を
指
示
し
た
年
月
日

三

出
席
停
止
を
指
示
し
た
年
月
日

四

出
席
を
停
止
さ
せ
た
園
児
の
年
齢
別
人
員
数

四

出
席
を
停
止
さ
せ
た
児
童
生
徒
等
の
学
年
別
人
員
数

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項
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（
感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
細
目
）

（
感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
細
目
）

第
二
十
一
条

園
長
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
内
に
お
い
て
、
感
染
症
に
か

第
二
十
一
条

校
長
は
、
学
校
内
に
お
い
て
、
感
染
症
に
か
か
つ
て
お
り
、
又
は
か

か
つ
て
お
り
、
又
は
か
か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
園
児
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い

か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
児
童
生
徒
等
を
発
見
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
と
認

て
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
学
校
医
に
診
断
さ
せ
、
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

め
る
と
き
は
、
学
校
医
に
診
断
さ
せ
、
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
出
席
停
止
の

る
出
席
停
止
の
指
示
を
す
る
ほ
か
、
消
毒
そ
の
他
適
当
な
処
置
を
す
る
も
の
と
す

指
示
を
す
る
ほ
か
、
消
毒
そ
の
他
適
当
な
処
置
を
す
る
も
の
と
す
る
。

る
。

２

園
長
は
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
内
に
、
感
染
症
の
病
毒
に
汚
染
し
、
又

２

校
長
は
、
学
校
内
に
、
感
染
症
の
病
毒
に
汚
染
し
、
又
は
汚
染
し
た
疑
い
が
あ

は
汚
染
し
た
疑
い
が
あ
る
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
消
毒
そ
の
他
適
当
な
処
置
を
す

る
物
件
が
あ
る
と
き
は
、
消
毒
そ
の
他
適
当
な
処
置
を
す
る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

３

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
そ
の
附
近
に
お
い
て
、
第
一
種
又

３

学
校
に
お
い
て
は
、
そ
の
附
近
に
お
い
て
、
第
一
種
又
は
第
二
種
の
感
染
症
が

は
第
二
種
の
感
染
症
が
発
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
に
よ
り
適
当
な
清
潔
方
法

発
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
に
よ
り
適
当
な
清
潔
方
法
を
行
う
も
の
と
す
る
。

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
学
校
医
の
職
務
執
行
の
準
則
）

（
学
校
医
の
職
務
執
行
の
準
則
）

第
二
十
二
条

学
校
医
の
職
務
執
行
の
準
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

第
二
十
二
条

学
校
医
の
職
務
執
行
の
準
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一

学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
の
立
案
に
参
与
す
る
こ
と
。

一

学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
の
立
案
に
参
与
す
る
こ
と
。

二

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
環
境
衛
生
の
維
持
及
び
改
善
に
関
し
、
学
校

二

学
校
の
環
境
衛
生
の
維
持
及
び
改
善
に
関
し
、
学
校
薬
剤
師
と
協
力
し
て
、

薬
剤
師
と
協
力
し
て
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

三

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

三

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

四

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

四

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

五

法
第
十
三
条
の
健
康
診
断
に
従
事
す
る
こ
と
。

五

法
第
十
三
条
の
健
康
診
断
に
従
事
す
る
こ
と
。

六

法
第
十
四
条
の
疾
病
の
予
防
処
置
に
従
事
す
る
こ
と
。

六

法
第
十
四
条
の
疾
病
の
予
防
処
置
に
従
事
す
る
こ
と
。

七

法
第
二
章
第
四
節
の
感
染
症
の
予
防
に
関
し
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
い

七

法
第
二
章
第
四
節
の
感
染
症
の
予
防
に
関
し
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
い

、
並
び
に
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防

、
並
び
に
学
校
に
お
け
る
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
処
置
に
従
事
す
る
こ
と

処
置
に
従
事
す
る
こ
と
。

。

八

園
長
の
求
め
に
よ
り
、
救
急
処
置
に
従
事
す
る
こ
と
。

八

校
長
の
求
め
に
よ
り
、
救
急
処
置
に
従
事
す
る
こ
と
。
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九

市
町
村
の
教
育
委
員
会
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
置
者
の
求
め

九

市
町
村
の
教
育
委
員
会
又
は
学
校
の
設
置
者
の
求
め
に
よ
り
、
法
第
十
一
条

に
よ
り
、
法
第
十
一
条
の
健
康
診
断
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に

の
健
康
診
断
又
は
法
第
十
五
条
第
一
項
の
健
康
診
断
に
従
事
す
る
こ
と
。

従
事
す
る
こ
と
。

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
学
校
に
お
け
る
保
健
管
理

園
に
お
け
る
保
健
管
理
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
指
導
に
従
事
す
る
こ

に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

と
。

２

学
校
医
は
、
前
項
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
の
概
要
を
学
校
医

２

学
校
医
は
、
前
項
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
の
概
要
を
学
校
医

執
務
記
録
簿
に
記
入
し
て
園
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

執
務
記
録
簿
に
記
入
し
て
校
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
歯
科
医
の
職
務
執
行
の
準
則
）

（
学
校
歯
科
医
の
職
務
執
行
の
準
則
）

第
二
十
三
条

学
校
歯
科
医
の
職
務
執
行
の
準
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

第
二
十
三
条

学
校
歯
科
医
の
職
務
執
行
の
準
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
の
立
案
に
参
与
す
る
こ
と
。

一

学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
の
立
案
に
参
与
す
る
こ
と
。

二

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

二

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

三

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

三

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

四

法
第
十
三
条
の
健
康
診
断
の
う
ち
歯
の
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
。

四

法
第
十
三
条
の
健
康
診
断
の
う
ち
歯
の
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
。

五

法
第
十
四
条
の
疾
病
の
予
防
処
置
の
う
ち
齲
歯
そ
の
他
の
歯
疾
の
予
防
処
置

五

法
第
十
四
条
の
疾
病
の
予
防
処
置
の
う
ち
齲
歯
そ
の
他
の
歯
疾
の
予
防
処
置

に
従
事
す
る
こ
と
。

に
従
事
す
る
こ
と
。

六

市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
求
め
に
よ
り
、
法
第
十
一
条
の
健
康
診
断
の
う
ち

六

市
町
村
の
教
育
委
員
会
の
求
め
に
よ
り
、
法
第
十
一
条
の
健
康
診
断
の
う
ち

歯
の
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
。

歯
の
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
学
校
に
お
け
る
保
健
管
理

園
に
お
け
る
保
健
管
理
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
指
導
に
従
事
す
る
こ

に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

と
。

２

学
校
歯
科
医
は
、
前
項
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
の
概
要
を
学

２

学
校
歯
科
医
は
、
前
項
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
の
概
要
を
学

校
歯
科
医
執
務
記
録
簿
に
記
入
し
て
園
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

校
歯
科
医
執
務
記
録
簿
に
記
入
し
て
校
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
薬
剤
師
の
職
務
執
行
の
準
則
）

（
学
校
薬
剤
師
の
職
務
執
行
の
準
則
）
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第
二
十
四
条

学
校
薬
剤
師
の
職
務
執
行
の
準
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

第
二
十
四
条

学
校
薬
剤
師
の
職
務
執
行
の
準
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

一

学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
の
立
案
に
参
与
す
る
こ
と
。

一

学
校
保
健
計
画
及
び
学
校
安
全
計
画
の
立
案
に
参
与
す
る
こ
と
。

二

第
一
条
の
環
境
衛
生
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
。

二

第
一
条
の
環
境
衛
生
検
査
に
従
事
す
る
こ
と
。

三

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
環
境
衛
生
の
維
持
及
び
改
善
に
関
し
、
必
要

三

学
校
の
環
境
衛
生
の
維
持
及
び
改
善
に
関
し
、
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行

な
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

う
こ
と
。

四

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

四

法
第
八
条
の
健
康
相
談
に
従
事
す
る
こ
と
。

五

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

五

法
第
九
条
の
保
健
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

六

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
使
用
す
る
医
薬
品
、
毒
物
、
劇
物
並

六

学
校
に
お
い
て
使
用
す
る
医
薬
品
、
毒
物
、
劇
物
並
び
に
保
健
管
理
に
必
要

び
に
保
健
管
理
に
必
要
な
用
具
及
び
材
料
の
管
理
に
関
し
必
要
な
指
導
及
び
助

な
用
具
及
び
材
料
の
管
理
に
関
し
必
要
な
指
導
及
び
助
言
を
行
い
、
及
び
こ
れ

言
を
行
い
、
及
び
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
試
験
、
検
査
又
は
鑑

ら
の
も
の
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
試
験
、
検
査
又
は
鑑
定
を
行
う
こ
と
。

定
を
行
う
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
、
学
校
に
お
け
る
保
健
管
理

園
に
お
け
る
保
健
管
理
に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
技
術
及
び
指
導
に
従

に
関
す
る
専
門
的
事
項
に
関
す
る
技
術
及
び
指
導
に
従
事
す
る
こ
と
。

事
す
る
こ
と
。

２

学
校
薬
剤
師
は
、
前
項
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
の
概
要
を
学

２

学
校
薬
剤
師
は
、
前
項
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
そ
の
状
況
の
概
要
を
学

校
薬
剤
師
執
務
記
録
簿
に
記
入
し
て
園
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

校
薬
剤
師
執
務
記
録
簿
に
記
入
し
て
校
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
安
全
点
検
）

（
安
全
点
検
）

第
二
十
八
条

法
第
二
十
七
条
の
安
全
点
検
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か

第
二
十
八
条

法
第
二
十
七
条
の
安
全
点
検
は
、
他
の
法
令
に
基
づ
く
も
の
の
ほ
か

、
毎
学
期
一
回
以
上
、
園
児
が
通
常
使
用
す
る
施
設
及
び
設
備
の
異
常
の
有
無
に

、
毎
学
期
一
回
以
上
、
児
童
生
徒
等
が
通
常
使
用
す
る
施
設
及
び
設
備
の
異
常
の

つ
い
て
系
統
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
無
に
つ
い
て
系
統
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
、

２

学
校
に
お
い
て
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
臨
時
に
、
安
全
点
検
を
行
う
も
の

安
全
点
検
を
行
う
も
の
と
す
る
。

と
す
る
。

（
日
常
に
お
け
る
環
境
の
安
全
）

（
日
常
に
お
け
る
環
境
の
安
全
）

第
二
十
九
条

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
い
て
は
、
前
条
の
安
全
点
検
の
ほ

第
二
十
九
条

学
校
に
お
い
て
は
、
前
条
の
安
全
点
検
の
ほ
か
、
設
備
等
に
つ
い
て
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か
、
設
備
等
に
つ
い
て
日
常
的
な
点
検
を
行
い
、
環
境
の
安
全
の
確
保
を
図
ら
な

日
常
的
な
点
検
を
行
い
、
環
境
の
安
全
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。


